
 

 

 

６ 月 補 正 予 算 案 (追 加 分 )の 概 要 

[６月市議会定例会] 

◎一般会計 

補正予算額   ６０，１０５千円     予算累計額  ５０，４３０，９７４千円 

〈補正内容〉 

○総務事務管理事業［所管：総務課］ 

 （予算書事業名：一般管理経費） 

△219千円 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、市民用のマルチコピー機を導

入するため、当初計上していた市民用コピー機の導入を取りやめることとし、関連経費を減額

するもの 

<積算内容> 

             所要額      現計額   補正額  

消耗品費      6,838 －  6,862  ＝   △24千円 

使用料及び賃借料  5,547 －  5,742  ＝  △195千円 

     計                 △219千円 

 

 

○職員人事管理(任用)業務［所管：人事課］  

 （予算書事業名：人事管理経費） 

163千円 

再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員の年次有給休暇について、一部の職員におい

て本来付与すべき日数よりも少ない日数を付与していることが判明したことから、正しい日数

が付与されていれば生じなかったと判断される欠勤に係る減額分の給与について追給するも

の 

<積算内容> 

                  所要額   現計額   補正額  

補償、補塡及び賠償金      163  －  0  ＝     163千円 

 

 

  

 

 

議案第61号関係から議案第 62号関係まで 

 



 

 

 

○総合窓口関連事業［所管：ライフサービス課］ 

 （予算書事業名：総合窓口関連事業） 

6,330千円 

コロナ禍において、来庁者の混雑緩和を目的に、マイナンバーカードがあれば各種証明書が

取得できるマルチコピー機を本庁舎 1階フロアに設置するため補正するもので、購入費用につ

いて全額新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって賄うもの 

<積算内容> 

               所要額 現計額      補正額  

消耗品費           82 －     69 ＝       13千円 

機器保守委託料      3,994 －  3,960 ＝     34千円 

備品購入費       6,283 －     0 ＝      6,283千円 

    計                      6,330千円 

 

 

○学校給食衛生管理事業［所管：学校給食センター］             32,616千円 

 （予算書事業名：学校給食経費） 

○湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業［所管：学校給食センター］  21,215千円 

   （予算書事業名：湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業） 

コロナ禍、ウクライナ情勢等による世界的な物価高騰の影響で給食物資が値上がりしている

ことから、不足する分を新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で賄うため、補正

するもの 

<積算内容> 

 1 学校給食衛生管理事業(小学校分) 

             所要額      現計額    補正額  

賄材料費    343,626 －  311,010  ＝   32,616千円 

 2 湖東定住自立圏学校給食センター管理運営事業(中学校分) 

             所要額      現計額    補正額  

賄材料費    222,491 －  201,276  ＝   21,215千円 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○令和 4年度末財政調整基金残高見込み［所管：財政課］ 

<積算>  

令和 3年度末見込額                2,716,627千円 

令和 4年度積立額(既決)                161千円 

令和 4年度取崩額(既決)             △1,494,269千円 

第 4号補正額(取崩し額)             △127,181千円  

今回(第 5号)補正額(取崩し額)             △66千円  

      計                      1,095,272千円 

 

 

 

◎病院事業会計［所管：職員課］ 

収益的支出 

補正予算額          ５６千円     予算累計額 １３，１７１，８５４千円 

<補正内容> 

再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員の年次有給休暇について、一部の職員におい

て本来付与すべき日数よりも少ない日数を付与していることが判明したことから、正しい日数

が付与されていれば生じなかったと判断される欠勤に係る減額分の給与について追給するも

の 

<積算内容> 

          所要額   現計額   補正額  

雑支出      56  －  0  ＝     56千円 


